
1 

 

    

    

目目目目                次次次次 

 

Ⅰ 点検・評価の趣旨等     ………………………………………………………………２   

 １ 点検・評価の趣旨    

 ２ 点検・評価の対象    

 ３ 学識経験者の知見の活用  

 ４ 報告書の作成       

 

Ⅱ 点検・評価の結果 

 １ 教育行政 

  （１）教育環境の整備  ……………………………………………………………４   

     

 ２ 学校教育 

  （１）主体的で創意に満ちた教育活動の推進 ……………………………………６   

  （２）心豊かでたくましい子どもをはぐくむ指導   ………………………………８   

   

 ３ 社会教育 

  （１）生涯学習推進・社会教育振興 ……………………………………………１１   

  （２）文化芸術活動の振興と文化財の保存・継承 ……………………………１３   

  （３）生活や地域における課題解決のための学習機会の提供 ………………１５   

  （４）芸術文化の振興と福祉の増進   ……………………………………………１８   

     （５）図書館サービスの充実 ……………………………………………………２０   

     （６）気軽に交流できる環境づくり   ……………………………………………２２   

    （７）勤労青少年の自主活動支援   ………………………………………………２４   

     （８）女性の学習活動意欲を高める場の提供   …………………………………２６   

    

 ４ 市民体育 

   （１）スポーツを楽しめる環境を整える   ………………………………………２８   

            

Ⅲ 教育委員会の運営状況 

  （１）教育委員会の開催状況 ………………………………………………………………３１ 

  （２）教育委員の活動状況 …………………………………………………………………３２ 

     



2 

 

    
    
ⅠⅠⅠⅠ    点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの趣旨等趣旨等趣旨等趣旨等 

 

 １１１１    点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの趣旨趣旨趣旨趣旨 

   平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され、「教育委

員会の責任体制の明確化」を目的として、同法第２７条に「教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価等」が規定されました。 

   この規定により、平成２０年４月から、すべての自治体の教育委員会自らが、毎年、その教

育行政事務の管理及び執行状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作

成し、議会に提出するとともに、これを公表することが義務付けられました。 

   そこで、昨年度、本市教育委員会は、当該法律の規定により、効果的な教育行政の推進に資

するとともに、市民への説明責任を果たすため、平成２０年度事業の点検及び評価を実施し、

その結果を報告書にまとめ、議会に提出するとともに公表いたしました。 

   今年度においても、法律の規定に基づき、事業の点検・評価を実施し、昨年度との比較を行

い、今後のより効率的で効果的な事業の展開に資するものとします。 

 

 

 ２２２２    点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの対象対象対象対象 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条で教育委員会の職務権限とされている

事務のほか、本市教育委員会が所管するすべての事務を対象としますが、実際の点検・評価に

あたっては、平成２１年度の「能代市の教育」に記載されている施策を１２項目に集約し、実

施しております。 

 

 ３３３３    学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者のののの知見知見知見知見のののの活用活用活用活用 

   点検・評価の客観性を確保するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第

２項で、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることが求められておりますので、

本市教育委員会では、教育に関し学識経験を有する次の２名の方から、意見をいただきました。 

 

      ○秋田大学教育文化学部教授  佐 藤 修 司 

   ○元能代第二中学校校長    佐々木 貞 治（平成８年度～９年度：学校教育課長） 

 

 ４４４４    報告書報告書報告書報告書のののの作成作成作成作成 

  報告書の作成スケージュルは、次のとおりです。 

   ①各課及び施設等において、所管事務の点検・評価案（点検・評価シート）を作成 

   ②学識経験者から、点検・評価案について意見を聴取 

   ③点検・評価案に学識経験者の意見を加えて、報告書として作成  

   ④教育委員会８月定例会で、報告書について議決  

   ⑤報告書を９月議会に提出するとともに、ホームページ等で公表  
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ⅡⅡⅡⅡ        点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの結果結果結果結果 
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１１１１    教育行政教育行政教育行政教育行政                                                           【教育総務課】 

施策の項目  （（（（１１１１））））教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備 

方針・目標   老朽校舎の改築と耐震化の推進 

目 標 値 ・老朽校舎の改築の推進 

・耐震化の推進 

事 務 事 業 の 

実 績 
１ 老朽校舎の改築の推進 

 ①第四小学校校舎・屋内体育館建設工事（H20～21継続事業） 

・工  期 平成２０年７月２５日～２２年３月１９日 

  ・工事費  1,686,069千円（内装木質化を含む。） 

 

 ②二ツ井小学校校舎・屋内体育館建設工事（H20～21継続事業） 

  ・工  期 平成２０年７月２５日～２２年３月１９日 

   ・工事費  1,484,119千円（内装木質化を含む。） 

 

   ※この２校の建設をもって、耐用年数を超える学校はなくなった。  

 

２ 耐震化の推進 

 ①二ツ井中学校耐震補強工事 

・校舎棟及び屋内体育館棟の耐震診断結果に伴い、工事を実施し、平成21年

度で、同校の耐震補強工事は完了した。（予算は前年度で措置） 

・工  期 平成２１年３月２３日～９月３０日 

・工事費  271,157千円 

 

 ②耐震診断等の実施（昭和56年以前の建築校） 

   ※国の交付金により、実施が可能となったものである。 

   (1)耐震診断：期間 平成２１年３月１３日～９月３０日 

・渟城南小学校（校舎、屋内体育館） 

・渟城西小学校（屋内体育館） 

・向能代小学校（校舎） 

・鶴形小学校（校舎、屋内体育館） 

  (2)耐震補強計画・実施設計： 

期間 平成２１年１２月１７日～２２年３月２６日 

 

    【平成21年度末耐震診断未実施校：０校】 

     【平成21年度末耐震補強未実施校：４校】 

 

点 検 評 価  ■目標を上回る      □ほぼ目標どおり    □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 
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[説明] 

 老朽校舎の改築は、２校とも予定どおり完成している。 

 また、耐震補強工事の必要な学校５校のうち、二ツ井中学校の補強工事を平成

２１年度に実施しており、残り４校については、平成２２年度ですべて終了する

見込みである。 

 なお、耐震診断未実施校４校について、耐震補強計画・実施設計を新規に実施

した。 

課 題 及 び  

今後の取組の 

方 向 性 

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

 ・耐震化工事による学校施設の整備・充実が必要とされる学校の工事は、 

平成２２年度で全て終了させる予定である。 

・今後も、学校施設の一層の整備充実を図っていく。 

学識経験者  

の 意 見 

① 厳しい財政事情の中で、規模の比較的大きい第四小、二ツ井小、二校の校舎

改築工事が終了し、能代市立学校で耐用年数を超える学校が解消されたことは

評価に値します。 

② 文部科学省公表（平成２２年４月１日現在）によると、公立学校の校舎や体育

館などの耐震化状況において、未改修率が全国では２６．７％、秋田県では２

９．４％ある中で、平成２２年度中に全ての学校の耐震補強工事が、他の工事

に先がけて完了することは、子どもたちの安心・安全の確保の観点から評価で

きます。 

③ 一方、地震防災対策特別措置法（０８年６月改正）では、市民への情報提供

は必ずしも義務づけられていないかもしれませんが、公立の社会教育施設や指

定管理者制度下の保育園や私立幼稚園の耐震診断や耐震化工事の状況について

も、適切な時期に公表することが望まれます。 

□4  老朽校舎の改築、耐震化の推進が着実に行われており、高く評価できる。耐

震補強未実施校４校についても、本年度中に終了させることが表明されており、

着実な実行を望みたい。 

□5  施設・設備は建築と同時に劣化が始まることから、30年、50年先の長期的な

見通しをもって改修等に取り組み、大事に使うとともに、長持ちさせていただ

きたい。秋田の沿岸部は寒暖の差が激しいことや、潮風が吹き付けることなど

から、環境上の厳しさが建物に与える影響も常に念頭においていただきたい。 
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２２２２    学校教育学校教育学校教育学校教育                                                     【学校教育課】 

施 策 の 項 目        （（（（１１１１））））主体的主体的主体的主体的でででで創意創意創意創意にににに満満満満ちたちたちたちた教育活動教育活動教育活動教育活動のののの推進推進推進推進 

方 針 ・ 目 標        

 

 

 児童生徒の感性を磨き、思考力や表現力を高め、創造力を豊かにするため、各

校の年間計画の策定を進めるとともに学校図書館図書の充実を図りながら、読書

活動を推進する。 

目 標 値        

 

・すべての小・中学校が自校の特色を生かした上で読書活動の充実を図り、平成 

21年度の全国学力・学習状況調査の質問紙調査で「読書が好きですか」の割合

について、本市の児童生徒が「好き」80％以上の割合にする。 

・学校図書館の図書の新規購入及び廃棄等の整理を進め図書の充実を図る。 

事 務 事 業 の        

実 績        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)「能代市小中学校における読書活動推進計画」の全体構想を示す。 

     全体構想の視点は、次の３つである。 

    ①読書活動推進研修会の設置 

     ②読書活動年間計画に盛り込む実践内容 

     ③読書環境の整備 

 

(2) 読書活動推進研修会の開催 

      次の３つの項目をねらいとし、小中各校の図書館担当者を対象とした研修

会を実施した。 

   ①各小中学校の実践の共有化 

       ・各校の実践の共有化を図り、市全体としての到達点と課題を確認する。 

また、家庭への情報提供や啓発の仕方を検討する。 

 ②市立図書館等との連携 

      ・能代市立図書館等との連携を強化し、市立図書館の有効利用や団体貸

し出しを図る。 

・出前お話会等の活用を図る。 

   ③教職員の研修の充実 

      ・実践的な研修を実施し、読書指導に関する様々な知識を得たり、技能

を身に付けたりできるようにする。 

 

(3) 学校図書館図書標準達成状況の改善 

①国の「学校図書館図書整備５カ年計画」に基づいて図書整備費を予算化す

るとともに、「学校図書館図書標準」の達成を目標とし、適切な図書の配

置・廃棄を各校に助言した。 

②各校の学校図書館図書標準達成状況に応じて予算配分の重点化を図った。  

点 検 評 価        

 

 

 

 

 

 

 

 

□目標を上回る      ■ほぼ目標どおり     □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 

［説明］ 

・平成20年度の学校図書館標準達成状況は、76.2％であったが、平成21年度は、

予算配分の増額によって、80.2％となり充実が図られた。また、廃棄が必要な

図書について10校で整理を行った。 

・読書を好む小学生は85.9%、中学生は77.4%と多く、小学校では増加している。 

・全ての小・中学校では、朝か昼に全校で一斉読書を実施しているとともに、読

書環境の整備に努めた。 
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・図書館図書等の育成として市図書館と連携を図り、市内各小・中学校の学校図

書館担当者を対象とした研修会等を実施し、レベルアップに努めた。 

・読み聞かせボランティアの育成として、誰でも自由に参加できる月１回の情報

交換やエプロンシアターの体験型講習会を開催するなどして参加の呼びかけや

技術向上を図った。 

  

課 題 及 び        

今後の取組の        

方 向 性        

 

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

・司書補の未配置であった学校に、1名の司書補を巡回で配置することにより、す

べての学校を支援する体制を整える。 

・平日に30分以上の読書が身に付いている児童生徒の割合は、小・中で35.5％程

度でありH20と比較すると横ばいの状況である。今後は、各校が各教科等の指

導計画を参考にして、図書の日常的な活用場面を検討し、計画的に学校図書館

の活用を進める。 

・特色ある読書活動を教育情報紙「教育のしろ」等で紹介しながら、市全体で読

書活動の推進に取り組んでいく。 

・各校の図書館の蔵書の整備をより充実させていくとともに、廃棄や修繕等を適

切に行う。 

 

学 識経験者 

の 意 見 

① 人生の多感なときに、その土台となる精神やこころを育むためにもまた、「国

民読書年」を前にして、行政が読書活動推進の先頭に立って積極的に読書環境

の整備に取り組むことは、大きな教育効果が期待されます。 

読書指導は、子どもたちの豊かな人間性の陶冶や学力向上にも密接に結び

つく大切な教育活動です。     

② また、学社連携の観点から、ボランティアと協働しながら、学校の要請に基

づいて行われている「出前お話し会」や「一日図書館員としての職場体験実習」、

「学校図書館担当者の研修会」等は、実効ある読書指導です。 

③ 子どもたちにとって、何度も足を運びたいと思われる魅力ある学校図書館で

あるためには、新鮮な書籍や資料が備え付けられていることが大切です。 

しかし、文学作品等は少しぐらい古いものであっても、それを如何に教科指

導や読書感想文コンクールなどの学校行事の中で推進していくかが大切です。 

今の子どもたちは名作（シェークスピアやアンデルセン）を読まない傾向に

あるといわれます。これらの名作のすばらしさに気づいたり、享受できる読書

活動も積極的に取り入れるべきでしょう。 

また、親身になって子どもたちの読書指導や相談のための必要な知識や技能

を有した司書教諭や司書補の役割も大きいものがあります。 

□4  読書活動の推進や図書等の整備、市図書館との連携、図書館ボランティア

など、進展が見られ、評価できる。 

□5  今後、司書教諭の活動状況や、図書館標準に基づく、図書整備費の総額と

児童生徒一人あたりの額、図書の購入数・廃棄数などについても、評価対象

としていただきたい。 

□6  読書活動に加えて、学力や小中連携などについても、評価対象とすること

が望まれる。 
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                                                  【学校教育課】 

施策の項目        （（（（２２２２））））心豊心豊心豊心豊かでたくましいかでたくましいかでたくましいかでたくましい子子子子どもをはぐくむどもをはぐくむどもをはぐくむどもをはぐくむ指導指導指導指導  

方針・目標        

 

 いじめや不登校等の生徒指導上の問題について、未然防止や早期発見・対応に

努めるために学校と関係機関の連携や学校・家庭・地域が一体となって子ども

を守り育てるための体制をつくる。  

目 標 値        

 

・いじめの未然防止、早期発見、適切な対応ができる体制をつくる。 

・不登校の出現率を1,000人当たり6.0人以下にする。(国の平均は11.8人) 

事 務 事 業 の        

実 績        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 心の教室相談員の配置 

   子どもたちが学校において気軽に悩み等を話せ、ストレスを和らげることの

できる第三者的な存在となり得る相談者を配置し、心のゆとりをもてるような

環境を提供する。   

① 配置状況               

  ・小学校12校中５校(児童数300人を超える学校)に市事業で４名配置 

    ・中学校７校中６(県スクールカウンセラー配置拠点校事業校1校を除く） 

に市事業３名、県委託事業で２名配置 

※昨年度より対象校１増、基準を１００人減 

② 配置時間数・日数  

    ・小学校 １日４時間、年間８０日 

  ・中学校 １日４時間、週３日、年間３２週 

③ 相談員の活動状況                       

    ・１年間に心の教室を訪れた人数(延べ人数) 7,623名  

    (参考：配置校の児童生徒総数 3,474名) 

    ・年間の相談件数   ４５９件 

  ・不登校・不登校傾向児童生徒の総数３人（内、改善が見られた児童生 

徒数２人) 

 ・いじめに関わる相談件数 １件（内、改善が見られた件数１件）  

 

(2) 適応指導教室「はまなす広場」の設置   

  不登校児童生徒に対して、個別指導を通して学習意欲・自立心・社会

性等を育て、学校復帰への手助けをする。  

  ・通級者８人（内、改善が見られた児童生徒数２人）  

 

(3)「風の子電話」の設置  

    電話や来所による教育相談を行う体制を整備する。  

・ ・年間相談件数 電話１８件 来所２０件（内、不登校に関する相談  

２３件）  

 

(4) 不登校保護者会の開催 

    不登校児童生徒をもつ保護者の援助活動を行う。  

  ・毎月第３木曜日19:00～21:00    

  ・講師１名が保護者から悩みを聞いてアドバイスしたり、保護者同士 

が子どもの状況や悩みについて情報交換したりしている。  
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(5) 各小・中学校への指導 

  ・不登校対策事業に関するリーフレット等を定期的に学校に送付し、 

  保護者に配付するよう要請した。また、ホームページに掲載した。 

 ・不登校等の児童生徒について、毎月（年間１２回）「欠席日数」や 

「学校での状況と学校の対応」｢欠席しているときの家庭での過ごし方」

等について報告を求め、実態を把握した上で各校での取組への指導助

言に役立てた。  

  ・市生徒指導主事会を年４回実施し、いじめや不登校の状況について情

報交換を行い、小・中学校の連携強化と未然防止に向けた取組の強化

を指示した。  

 ・心の教室相談員、教育相談員、スクールカウンセラーを校内の生徒指

導研修会等に活用したり、情報交換を行ったりするなど、校内連携を

図りながら児童生徒への対応を充実させた。  

点 検 評 価        

 

□目標を上回る      □ほぼ目標どおり     ■目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 

［説明］ 

・いじめの発生件数は、小学校０件、中学校１件である。 

・不登校に関して本市の出現率は8.0人（児童生徒1,000人当たり）であり、

平成20年度の国の出現率11.8人や県の出現率8.8人を下回っているもの

の、目標とした6.0人を超えている。  

・全国的に児童生徒による暴力行為が増加傾向にあり、本市では、中学校

で１件発生しているが、全体的にはおおむね安定した学校生活が実現で

きている。  

課 題 及 び        

今後の取組の        

方 向 性        

 

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

・児童生徒の自己有用感を高めるとともに自尊感情の醸成に努め、満足度の高い

学校生活を送れるようにすることを基盤としていく。 

・いじめは絶対に許さないといった姿勢を全校の児童・生徒及び教職員全員が共

有する。 

・不登校に関しては、出現率7.0～8.0人で推移しているが、毎年新たな不登

校児童生徒が発生しており、減少していない。今後とも、全校体制での

取組を強化し相談機関との連携を通して、新たな不登校の児童・生徒を

発生させない取組や、児童・生徒とのかかわりを充実させながら、出現

率6.0人以下を目指す。 

・いじめや不登校等にかかわる生徒指導の研修等については、未然防止や早

期発見、適切な対応を強化する取組を行う。 

学識 経験者 

の 意 見 

① いじめや不登校は、現在、学校教育や家庭教育が抱えている深刻なしかも教

育の根幹にかかわる重要課題です。 

   文部科学省の発表によると、平成２１年度の全国の小・中学生の不登校は、

前年度より４，３７３人減少しているものの、依然として１２万２４３人おり、

「減少傾向に転じたとまでは言えない」としています。 

減少の原因としては 

①スクール・カウンセラーなど専門家の活用 

②不登校の児童生徒への接し方を各学校で研修 

③小・中学校教諭の交流人事など連携の充実 
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などを主な原因としてあげています。 

② 能代市の不登校児童・生徒数は全国平均や県平均を下回っています。   

これは家庭教育を支援するための相談体制の整備、教職員の加配、教員の実践

的な研修、不登校児童・生徒を抱える保護者に対するカウンセリング、保護者

同士の懇談会の開催、家庭向けの啓発資料の配布、学校へ復帰するまでの児

童・生徒を受け入れる適応指導教室等不断の取り組みが効果を上げているもの

と解釈されます。 

③ 適応指導教室に通う児童・生徒には、学校復帰の契機となるためにも、教育

研究所等とも連携し、自然体験や集団活動のプログラムを積極的に導入するこ

とも効果が期待できます。 

④ いじめについては、被害者である児童・生徒の悩みや苦しみは深刻であり、

迅速かつ的確に解決に向けての対応が求められます。 

    基本的には、教師と児童・生徒の人間関係や親子の人間関係の確立、 

    親の教育力の向上、友情を育てる教育の推進があげられます。 

      取り組む観点として基本的には 

      (1) いじめを起こさない事前の対応 

      (2) いじめが発見された時の関係児童・生徒や保護者への対応 

      (3)  いじめ解消後の対応 

   があげられますが、被害者の児童・生徒の心の痛みをしっかりと受け止め、

行政としては、カウンセラーの派遣や家庭向けの啓発資料の作成、早期に対応

できる校内指導体制確立への指導、関係機関との連携などが考えられます。 

   これが絶対という特効薬はありませんが、考えられるあらゆる手法を確実

に、かつ真剣に積み上げていくことが大切です。 

□5  目標は下回ったものの、相談員の配置や適応指導教室、電話相談、保護者会、

学校への指導など、多くの取り組みが行われ、いじめや暴力行為の発生件数は

少なく、機敏な対応が行われていることは高く評価できる。 

□6  出現率の目標は、社会や家庭、学校の人間・友人関係などの状況によって大

きく左右されるため、教育行政や学校の努力だけで改善することは難しい。児

童・生徒向けのアンケートで「学校が楽しくない」「自分に自信が持てない」

などの割合を調べ、それを指標に加えた方がよいように思える。 
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３３３３    社会教育社会教育社会教育社会教育                              【生涯学習課】 

施策の項目  （（（（１１１１））））生涯学習推進生涯学習推進生涯学習推進生涯学習推進・・・・社会教育振興社会教育振興社会教育振興社会教育振興    

方針・目標  生涯学習社会の実現に向け、その核となる社会教育を充実させる。 

家庭及び地域の教育力向上が重要課題であり、豊かな心、生きる力を育めるよう

学校・地域・家庭が連携協力し各種施策を推し進める。 

目 標 値 ① 知識や特技を地区活動等に発揮することを心がけている市民の割合：19年度

末の 18.6％から 24年度には 25.0％に引き上げる。 

② 生涯学習指導者、ボランティア登録者数：19 年度末の 27 組から 24 年度に

は 40組に増やす。 

事 務 事 業 の 

実   績 

○学校・家庭・地域の連携協力 

 ・安全・安心な子どもの居場所（活動の拠点）づくりを行う、放課後子ども教 

 室推進事業を市内全小学校区（12校）で実施した。 

 項 目（実施教室数） 実施日数（日） 参加者数（人） 

平日図書室等開放（8教室） １，３２２ １３，５５０ 

土曜日体育館開放（4教室） ８９ １，９９５ 

週末等体験活動（12教室） ５５ １，３５４ 

夏休みプール開放（12教室） １７７ ８，６０１ 

合  計 １，６４３ ２５，５００ 

 ・県事業の指定校である竹生小学校において、地域ぐるみで子どもを育てる体

制を整えることを目的とする「竹生小学校学校支援地域本部事業」を実行委員

会方式（本部長は竹生小 PTA 会長）で実施、花壇整備や樹木剪定、地元伝統

芸能講座などを 5回実施した。このような実施事業や学校行事へ学校支援ボラ

ンティア（ボランティア登録 12人、読み聞かせ 1人）の参加協力があった。 

 

○青少年健全育成 

 ・「能代市青少年健全育成方針（平成 20年度～24年度）に基づく「平成 21 

年度能代市青少年健全育成活動方針」を定め、市のホームページに掲載し、能

代市青少年問題協議会の委員の所属する団体の総会や会議で、会員に呼びかけ

を行った。 

・社会教育関係団体がそれぞれの活動を展開し、能代市の青少年健全育成に取

り組んでいる。市としては、家庭教育支援事業「みんなで Action!」を青少年育

成能代市民会議（能代地区少年保護育成委員会、能代地区保護司会、婦人会な

どの加盟団体 21 団体と個人 131 名で構成）とタイアップして実施した。事業

としては、「非行防止街頭キャンペーン」（104 名参加）や「子育て支援活動

ぬくもり」（全 5回約 150名参加）などがある。 

・関係団体及び県の主催による「二ツ井地域子どもと老人のスポーツ大会」（110

名参加）や市民集会（40名参加）、条例対象施設一斉立入調査（年 2回 12名

参加）などに市職員も参加し、協力した。 

 

○家庭教育支援 

 ・「能代市家庭教育支援方針」に基づき、子育て各期における学習機会の拡充、 

 異世代間の交流機会の拡充等のための講座を実施した。また、家庭教育支援事 

業推進会議を 3回開催し、家庭教育通信を 2回発行したほか家庭教育支援事業 

報告書を作成した。 

項  目 講座（回） 参加者数（人） 

家庭教育関係講座 ２４ １，０３３ 

社会参加活動推進事業 

「みんなで Action!」 
８ 

中高生 105、受入団

体 233 計３３８ 

合  計 ３２ １，３７１ 
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 ○生涯学習指導者、ボランティアの養成 

・20 年度は「日本語指導者養成セミナー」を文化庁と共催で実施したが、21

年度はボランティアの養成に力を入れ、秋田県地域ボランティアセンター調査

研究実行委員会主催の生涯学習ボランティア対象研修会へ、奨励員や各種団体

から延べ 60人が参加した。 

 

点 検 評 価  □目標を上回る      ■ほぼ目標どおり    □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 

［説明］ 

目標値と実績を比較すると、 

①の市民の割合が「19.5％」と、基準となる 19年度実績よりは、若干増加と 

なっているが、20年度の実績よりは下回った。 

②の登録者数は「34組（人）」と 20年度実績と同数値である。 

  ※いずれも 24年度の最終目標の達成に向けて努力している。 

 

課 題 及 び  

今後の取組の 

方 向 性  

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な取組］ 

○生涯学習事業は、今後「行政・学校・家庭・地域」の調整機能がますます重要

性を増していることから、生涯学習奨励員などにコーディネーターとしての役割

を担っていただくためにも、コーディネーターのための講習・研修に積極的に参

加していただき、市としても研修の開催に努めたい。 

学 識 経 験 者 

の 意 見 

① 生涯学習課の施策は、他の施設（特に公民館）の施策に関連することが多く、

連携・協力がポイントになります。 

  市民の学習要求も多様化している現在、関連する施設とのきめ細かい連携が

必要です。 

    生涯学習課の課題は、市民の生きがいつくり、家庭教育、高齢化社会に対す

る問題、少子化に対応した学習、環境問題、消費生活に関する問題、健康づく

り等々、広範囲にわたっています。   

   地域課題や学ぶ側のニーズ、新しい社会の課題を敏感に把握し、併せて効果

的な学習形態を工夫して推進することが望まれます。 

② 学習に携わる職員には、常に自己研鑽が求められます。生涯学習課の職員は

学習の支援者であり、結果的には自身が学習者にもなります。 

③ 社会教育委員には、コーディネーターとして、積極的に市民の意見や意向を

汲み上げて、行政施策に反映する役割を期待されており、市民参画の時代に相

応しい活動の活発化が求められます。 

④ 各事業においては、出席者数と共に、学習の整合性・妥当性、出席者のその

後の行動や考え方の変化をも把握しながら、改善を図っていくことも必要でし

ょう。 

□5  放課後子ども教室や学校支援地域本部事業、青少年健全育成事業、家庭教育

支援、指導者・ボランティア養成など、さまざまな取り組みが熱心に行われて

おり、評価できる。 

□6  ただ、数値が横ばいとなっていることから、平成 24 年度目標値を達成する

点で困難が予想される。現段階から、より抜本的な対策が望まれる。 

□7  総合的な学習の時間での、講師の派遣など、学社融合に関わる事業をもっと

とりあげてもいいと思われる。特に学校支援地域本部事業をより本格的なもの

にして、他地域に拡大することを検討していただきたい。 
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                             【生涯学習課】 

施策の項目  （（（（２２２２））））文化芸術活動文化芸術活動文化芸術活動文化芸術活動のののの振興振興振興振興とととと文化財文化財文化財文化財のののの保存保存保存保存・・・・継承継承継承継承 

方針・目標   文化芸術鑑賞の機会拡充を図るとともに、市民による自主的な文化活動を支援

し、郷土に根ざした文化の振興に努める。また、市民の文化財保護に対する意識

の高揚に努める。 

目  標  値

  

・能代市民俗芸能連合会加盟団体数の維持：19団体 

  ・檜山歴史ガイドの会会員数：50人(H21) 

 ・指定・登録文化財数の維持：96件（天神荘の２件減） 

事務事業の  

実 績 

①芸術鑑賞機会の拡充と創造活動の奨励 

  ・文化月間の設定(10/17～11/11) 

    展示部門参加団体：12団体、入場者数5、935人 

   舞台部門出演団体：15団体、入場者数700人 

 ・芸術文化団体への支援 

能代ミュージカル制作公演費補助 

    ミュージカルキッズ公演・練習会場使用料補助 

 ・市所蔵絵画展の実施（主管：地域局環境産業課） 

   きみまち「まちかどギャラリー」(8/11～18)へ協力 

 

②文化遺産等に対する関心と理解の向上 

 ・歴史探訪会の実施 

6/13 市内(二ツ井地区の文化財)参加者：28人 

      10/31 市外(渡部斧松ゆかりの文化財)参加者：17人 

 ・歴史ガイドの会への支援、養成講座の開設 

5/10 研修講座開催 

   ※養成講座はH9･12･16･20に開催、4/1現在会員数：43人 

 ・遺跡の除草の実施 

檜山安東氏城館跡、杉沢台遺跡、柏子所貝塚、鴨巣一里塚 

 ・遺跡分布調査、発掘調査 

試掘調査１件、立会調査４件 合計５件 

 ・能代市民俗芸能連合会と連携、後継者育成事業支援 

      民俗芸能等振興費補助金 

 ・施設管理 

   井坂記念館 入館者数：586人 

   伝承ホール 使用件数：254件 

   歴史資料館 入館者数：922人 

 ・民間団体の文化活動への支援・協力 

   秋田県文化財保護協会能代支部（春慶塗展：6/13～15） 

   能代まちづくり合同会社（南利夫写真展：9/8～1/8） 

   北都銀行能代駅前支店(懐かしい能代の町並み写真展：12/21～1/15) 

 
点 検 評 価 □目標を上回る      ■ほぼ目標どおり    □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 
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［説明］ 

 市民の芸術文化活動等の成果発表や鑑賞の機会を提供し、活動の促進や文化意

識の高揚に結びついている。 

  能代市民俗芸能連合会加盟団体数は目標値を達成しているが、檜山歴史ガイド

の会会員数は43人と目標値をやや下回っている。 

    
課 題 及 び 

今後の取組の 

方 向 性 

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

 市民文化振興に関する事業はこのまま継続する。文化財保護については、市内

に埋もれている文化財の把握（市内の文化財のリストアップ）に努めるとともに、

活用については民間団体の取り組みにも支援し、市民の文化財に対する関心と理

解を深めていきたい。 

学識経験者 

の 意 見 

① 今、「ものの豊かさからこころの豊かさへ」といわれるように、文化・芸術

を通したまちづくりと共に、市民生活の質の向上が求められています。 

嘗ては、「まちづくり」の資源は、「土地、水、労働力」でしたが、現在の

資源は「自然、歴史、文化」になったといわれます。 

 生涯学習と文化・芸術活動をどのように意義・関連づけて支援していくか、幅

広く検討されて事業が推進していることは評価されます。     

② 地域文化の振興、文化財の保存、および活用の観点から、少しでも早い時期

の歴史資料館や美術展示室（美術館）の開設が待たれます。 

   長年、各遺跡の分布調査や発掘調査が行われてきましたが、市民の目に触れ

る機会が少なかったように思われます。発掘されたものは市民の文化遺産であ

り、財産でもあり早い時期に市民へ還元されるべきものです。 

    ふるさと能代への誇りや愛着を深め、市民の共通のこころの拠り所となる歴

史資料館や美術展示室の果たす役割は大きいものがあります。 

    せめて開設するまでの間、子どもたちのために旧渟二小や子ども館を活用し

ての移動展示が可能かどうか、ご検討の上実現されることを強く願っていま

す。 

□3  文化芸術活動の振興と文化財の保存・継承が着実になされており、また、前

年度と比べ、参加者数、入館者数などが増えており、評価できる。 

□4  地方財政が厳しい中で、文化関係の予算が削減される方向にあるが、ぜひ、

文化で町おこし、町づくりを行えるよう、今後も力を入れていただきたい。市

民が地域に愛着と誇りを持てるように、さらに外から観光客を呼び込めるよう

な発信をしていただきたい。 
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                                     【中央公民館】 

施 策 の 項 目        （（（（３３３３））））生活生活生活生活やややや地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける課題解決課題解決課題解決課題解決のためののためののためののための学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供 

方 針 ・ 目 標        ① 家庭の教育力の向上を図る学習機会の提供 

② ボランティア活動の学習支援と活動促進 

③ 高齢化社会に即応した学習機会の提供と社会参加の促進 

④ コミュニティ活動の充実 

⑤ 異年齢・異世代交流活動の促進 

目 標 値 ・前年度実績との比較で、同等あるいは上回ること。 

事 務 事 業 の        

実 績        

１．開設講座・事業数 

年度 講 座 数 回  数 参加者数 

Ｈ２１  ４５講座   ２５２回 １２，８１４人 

Ｈ２０  ４０講座   ２８５回  １４，５７０人 

増減   ５講座   △３３回  △１，７５６人 

   ※インフルエンザの流行等による利用者減が考えられる。 

２．平成２１年度開催講座（地区公民館含む・数値は延べ数）

分　野 おもな事業内容 対象 回数 参加者数 H20比較

親子体験活動 年長児と保護者 8 83組 △ 28

食育体験学習 年長児～小学生3 6 88人 88

保護者の学習 保護者 7 367人 △ 324

父子体験活動 小学生と保護者 1 30組 △ 1

体験活動・異年齢交流 小学生3･4 5 232人 54

体験活動（地区） 地区小学生 17 312人 △ 75

青年教育 ボランティア育成 高校生 11 165人 18

テーマに沿った課題学習 一般成人 13 220人 11

集合学習（教養・趣味） 一般成人 103 1,317人 △ 98

集合学習 高齢者 57 2,902人 28

世代間交流（高齢者育成） 高齢者 2 80人 △ 24

セカンドライフ支援 団塊世代 1 18人 △ 290

文化活動 公民館祭・文化祭 － 16 6,699人 △ 1,039

世代間ボランティア活動 小学生～高齢者 3 23人 △ 32

地域づくり講演会 一般成人 1 110人 △ 47

地域交流（地区） 一般成人 1 168人 108

252 12,814人 △ 1,651

家庭教育
(幼児教育)

少年教育

成人教育

高齢者教育

ｺﾐｭﾆﾃｨ活動

　　　　　　　　　　合　　　　　　　計
 

３．自主学習グループ支援 

・公民館使用料の減額、施設の優先予約 

・公民館祭への参加（作品展示・芸能発表・公開講座） 

・新規会員募集グループ紹介活動 

・その他学習相談への対応及び年度当初登録時のアンケートの実施 

 

 

  

年 度 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 人 数 男 女   

H22.3.31 

H21.3.31 

Ｈ２１  278団体  4,504人  1,294人  3,210人 

Ｈ２０  276団体  4,529人  1,286人  3,243人 

 増 減    2団体   △25人      8人 △33人  
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４．学習記録 

・ 受講生による日誌制実施（中央公民館主催講座のみ） 

・ 市民学校文集『よねしろ』第５・６号発行 

点 検 評 価        □目標を上回る      ■ほぼ目標どおり    □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 

[説明]  

○自主学習グループについて 

 ・前年度比２団体の増加 

○開設講座について 

 ・講座数：前年度比５講座の増加 

  ・実施回数：前年度比３３回の減少 

 ・参加人数：前年度比1,651人の減少 

   （新型インフルエンザにより文化祭等の参加者が減少。） 

 ・講座終了時のアンケート 

 ・楽しかった、参考になったとの意見が多く、受講者からも好評であった。 

課 題 及 び 

今後の取組の        

方 向 性        

■拡充    □継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

・グループ同士の連携を深める仕組みづくり 

・学習成果を地域づくりに活かす仕組みづくり 

・若い世代のニーズに即した講座開設等の検討 

・アンケート結果を踏まえた施策の検討 

学 識 経 験 者 

の 意 見 

① 公民館は、市民にとって気軽に“公的茶の間”として、学習と交流のために

集うことのできる施設です。 

公民館使用申し込み時の混雑ぶりを見ても、公民館に寄せる期待がますます

高まっていることがうかがわれます。 

自主学習グループなどへの貸し館事業と共に、家庭教育や高齢者教育、成人

教育など、現在、社会が抱えている課題に焦点を当て、市民の学習活動を触発

する学習活動が展開されていることは評価されます。 

② 今、日本社会で起きている事象を見るとき、「子育ちの教育」より「親育ち・

大人育ち教育」に比重をかけた取り組みが必要でしょう。 

子どもの問題は、それはとりもなおさず大人の問題が起因していることが多

いものです。離婚率の高さや児童虐待の問題、独居老人や行方不明の高齢者の

問題、ＤＶをはじめとする夫婦間の問題など家庭教育の課題は枚挙にいとまが

ありません。 

家庭教育については、就学児童検診や入学説明会の機会を活用して事業を展

開することも考えられます。 

③ 高齢者支援教育については、高齢者が生きていることの喜びや充実感、張り

合いが実感できる場の提供が大切です。 

   集合学習や世代間交流を通して、高齢者としての教養、生きがい、健康の増

進などをテーマにしての講座開設も求められます。 

長年培った高齢者の智恵や生き方、人生観を世代間交流を通して、次世代へ

継承していく事業は評価できます。世代間交流は他人とのフレッシュな出会い

とコミュニケーションが期待できます。そのためには高齢者の側にも「教えて

学ぶ」意識が必要になります。 

④ 本年の３月２０日には、中央女性学級の一環として「広報ＵＰ講座」が実施

されていますが、公民館と市民を結びつける媒体として、活動状況の見える文

章や写真、行事予定などを掲載した広報紙（情報紙）が、市民の待合室や文化
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会館のロビーにあるパンフレットと一緒に置かれていることも望まれます。 

公民館のステータスを高めると共に、市民相互の活動の広がりや市民意識高

揚のためにも、情報提供が待たれます。新型インフルエンザの流行という困

難な状況の中でも着実な成果をあげており、評価できる。 

□5  新型インフルエンザの流行という困難な状況の中でも着実な成果をあげて

おり、評価できる。 

□6  自主グループへのアンケート調査が実施されているようであり、その内容

について紹介していただきたい。 

□7  講座終了時のアンケートで、肯定的回答が多かったと記されているが、そ

の割合を具体的に示していただきたい。 
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                                      【文化会館】 

施策の項目  （（（（４４４４））））芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化のののの振興振興振興振興とととと福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進をををを図図図図るるるる    

方針・目標  ①主催事業の企画実施   

②芸術文化活動の育成と参加の奨励 

③会館の効率的な利用 

目 標 値 ・前年度実績との比較で上回ること。 

事 務 事 業 の 

実   績 

平成２０年度実績 

①主催事業     ７本（ミュージカル他） 

                    入場者数：３，８３５人 

②市民芸術文化祭（会場提供） 

    展示部門   １３団体  入場者数：５，２００人 

   舞台部門      １５団体  入場者数：７００人 

③ロビーコンサート（市民が自主開催し、無料で会場を提供） 

          ９回開催  入場者数：９００人 
 

 

平成２１年度実績 

①主催事業     ７本（ミュージカル他） 

                    入場者数：５，６２４人 

②市民芸術文化祭（会場提供） 

    展示部門   １２団体  入場者数：５，９００人 

   舞台部門      ２０団体  入場者数：８２６人 

③ロビーコンサート（市民が自主開催し、無料で会場を提供） 

          ７回開催  入場者数：７３０人 

点 検 評 価  □目標を上回る      ■ほぼ目標どおり    □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 

［説明］ 

・主催事業は催物のジャンルに偏りがないよう計画し、２カ年とも７本実施した

が、２１年度実績は回数では前年度と同数となったが、入場者数が伸びた。市

民芸術文化祭への参加団体や参加人数も伸びている。一方で会館を気軽に利用

したロビーコンサートは前年度の回数や入場者数に届かなかったが、総合的に

目標どおりと評価した。 

・主催事業時に行っているアンケート調査では、「大変満足」「満足」との回答

が９割を超えており、入場者から好評であった。 

課 題 及 び 

今後の取組の 

方 向 性 

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な取組］ 

・主催事業費の増加は厳しく、現状維持が予想されることから、各種助成制度を

活用した事業の企画を推進しながら、ホームページ等などあらゆる機会を通し

て利用促進を図る。 

・主催事業時に行っているアンケート調査の結果(今後鑑賞したいジャンル等)を

今後の主催事業等に活かす。 
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学 識 経 験 者 

の 意 見 

 

 

 

① 文化会館は、文化活動の芽を育て、市民生活に潤いとゆとりを与える文化創

造活動の拠点です。 

② 自主事業の際に来館者にアンケートを実施し、事業の改善に役立てる姿勢や

ミュージカル・キッズ等、子どもの文化活動への支援を通して、文化社会の発

展や創造を担う人材育成に努めていることは評価できます。 

③ 文化会館は、単に受け身の「貸し館」でないことはいうまでもありません。

能動的に能代の文化を創造する生きた文化の拠点でもあります。 

自主事業においては、能代市民の文化の裾野の広がりとプロとの接点となっ

て、より上質な文化・芸術を市民に提供することが望まれます。 

④ カルチャーという言葉は、一般的には「文化・教養」と訳されますが、「栽

培する」「耕す」という意味もあります。行政には厳しい財政事情にあっても、

市民の感性を豊かに開花させ、住んでいることが誇りに思える能代市であり続

けるためにも最大限の努力が期待されます。 

⑤ 「官から民へ」の流れの中で民間に事業を委託しておりますが、行政とＮＰ

Ｏ法人がよきパートナーとなって、市民の学習権を保障し、文化会館設置目的

に添った事業の展開が望まれます。 

□6  入場者数等が大きく伸びており、高く評価できる。 

□7  入場者数の伸びがなぜ可能となったのか、理由を記載していただきたい。市

民にとって魅力的な劇等を開催できたからなのか、天候や日程に恵まれたの

か。 
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                             【図 書 館】 

施策の項目  （（（（５５５５））））図書館図書館図書館図書館サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実    

方針・目標   市民の学習要求に応えるため必要な資料を広く収集・整理し、平等かつ無料で

提供するとともに、暮らしに役立つ利用しやすい図書館となるよう努める。 

目 標 値  より多くの住民に利用される満足度の高い図書館を目指す。 

 

事 務 事 業 の 

実  績 

○図書館資料の充実 

  ＜蔵書数＞  Ｈ２１ 150,198冊（うち郷土資料 12,972冊） 

Ｈ２０ 148,820冊（うち郷土資料 12,469冊） 

 ・特色ある蔵書づくり「木に関するコーナー」  Ｈ２１ 1,575冊 
 

○サービス活動の充実と利用の拡大 

＜貸出冊数＞ 
 

 

 個人貸出 団体貸出 合  計 

Ｈ２１ 155,549冊 8,195冊 163,744冊 

Ｈ２０ 137,683冊 9,653冊 147,336冊 
 

                        （Ｈ２１） （Ｈ２０） 

・レファレンス・サービス（参考調査）,読書案内   2,950件  3,308件 

・リクエスト（予約）サービス            4,544冊  3,418冊 

・障がい者サービス（家庭配本）           50冊     58冊 

・県立図書館等公共図書館との相互協力   借受   507冊   635冊 

                           貸出    244冊    428冊 

・ホームページの整備と管理       ｱｸｾｽ数  28,204件  35,460件 

（H21の数値は、図書館システムの更新により、アクセス件数に 2カ月間の

未集計期間がある。） 
 

・市や社会教育施設等との連携 

   図書館講座 （生涯学習課との連携）  
    事業内容 参加者数 

Ｈ２１ 読みあそび 154人 

Ｈ２０ おはなしとリトミック 52人 

 

○子どもの読書活動の振興 

  ・学校との連携・支援 

    出前おはなし会            
    対象校 参加者数 

Ｈ２１ 小学校５校、中学校１校 533人 

Ｈ２０ 小学校１１校 1,056人 

 

一日図書館員（小学校６年生）              3人 

学校図書館担当者研修会                  20人   

学校への希望図書の出前配本（新規事業Ｈ21/12～）   実績なし 

     ※Ｈ22年度は、4月から 6月までで 5校・69冊の実績あり。 
 

・児童サービスの充実 

    おはなし会  
  回数 参加者数 

Ｈ２１ 27回 457人 

Ｈ２０ 26回 464人 
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○ボランティアとの連携 

・図書館劇場 
  回数 参加者数 

Ｈ２１ 5回 264人 

Ｈ２０ 3回 175人 

 

  ・おはなし会【再掲】 （児童サービスの充実に記載） 
 

○職員の研修 

  ・秋田県市町村図書館初任者研修   1回 

  ・秋田県北図書館網活動協会研修会  2回 

  ・秋田県図書館協会研修会      2回 

点 検 評 価  □目標を上回る      ■ほぼ目標どおり    □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 

［説明］ 

アンケート等による利用者の要望を踏まえ、貸出冊数を一人５冊から１０冊に

変更したことにより、個人貸出冊数が大幅に増加している。 

学校及びボランティアの協力を受けながら子どもの読書活動の振興に努めてい

る。 

昨年度に比べ貸出者数やレファレンス・サービス、出前おはなし会等のサービ

スが、インフルエンザ感染等の影響により減少したと考えられる。 

課 題 及 び 

今後の取組の 

方 向 性  

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

・学校や家庭、関係機関との連携を図りながら、読書活動の充実に努めていく。 

・痛みの激しい資料について、除籍を進めていく。 

・年々増加する図書資料に対応するため、書庫の収容スペースの検討を行う。 

・市民の学習要求及び利便性に応えられるよう満足度調査（３年に１回を目処）

を実施する。 

学 識 経験 者 

の 意 見 

① 市立図書館は、市民の知的財産を保障し、学習の場や機会を提供すると共に、

能代市民が生涯にわたって学習に取り組むライフスタイルを確立するために

も、極めて重要な社会教育施設です。また、能代の知的遺産を保存する役割も

担っています。市民の利用実績も高く、市民の要望に応えるべく多様な努力が

なされていることは評価に値します。 

② また、図書館は「本を読むところ、貸し出しするところ」という枠から出て、

ホワイト・ブックス、ジャングルジム、人形パック等ボランティアと協働しな

がら、学校での出前読み聞かせ、紙芝居、ストーリーテリング、学校図書館担

当者の研修などを実施していることは、子どもの読書離れが危惧されている昨

今、これらの読書支援は評価されます。 

③ 今、レファレンス・サービスや調査・学習活動への指導助言、図書館相互の

ネットワーク化、電子書籍などデジタル化への対応など職員に求められる資質

も、極めて多様で高度なものになってきています。そのためにも職員には専門

性がいっそう求められます。 

④ 財政当局には、図書館の内実を図り、市民が成熟し、知的な生活を過ごすた

めにも、文化に投資する姿勢が求められます。 

□5  新型インフルエンザの流行という困難な中で様々な取り組みがなされ、ま

た、アンケートでの要望に基づいて貸出冊数を増やしている点も評価できる。 

□6  書庫スペースを十分に確保するようにしていただくとともに、開架と閉架の

バランスなどを考えて、利用しやすい書架を工夫していただきたい。 
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                                      【子ども館】 

施 策 の 項 目 （（（（６６６６））））気軽気軽気軽気軽にににに交流交流交流交流できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

方 針 ・ 目 標 市民の興味や関心を引きつけるような講座やイベントを提供し、気軽に交流で

きる子ども館となるように努める。 

目   標   値  より多くの市民に利用され、安心して気軽に集える子ども館を目指す。 

事 務 事 業 の 

実   績 

○利用状況の推移 

 

 〈総利用者数〉       H20 ３１，１８３人 

               H21 ３１，１５３人 

 

  〈プラネタリウム観覧者数〉 H20  ５，２５８人 

               H21  ５，２８７人 

 

 〈事業活動参加者数〉       （件数）   （人数） 

               H20 １４３件  ４，９９１人 

               H21 １４６件  ４，１９５人 

○新規イベント 

 ・風の松原チャレンジ！ 

 ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟによる絵本の読み聞かせ 

 ・リトミックとおはなし 

 ・親子自然観察会（生涯学習課との連携） 

 ・お下がり交換会 

 ・部分日食観測会 

 ・子どもお茶会 

 ・押し花講座 

 ・パネル展～近代「風の松原」のできるまで。 

 

点 検 評 価  □目標を上回る      ■ほぼ目標どおり    □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 

［説明］ 

 プラネタリウム番組は、子どもたちに人気のあるキャラクター番組を取り入れ

たことにより、星への興味と関心が高まった。 

 能代市以外の学校等へのパンフレットを配布等、子ども館に関する PR を実施し

たことにより、より広範囲な地域の利用者が増加している。 

課 題 及 び 

今後の取組の 

方 向 性  

■拡充    □継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

引き続き教育機関へプラネタリウム学習投影の利用普及を呼び掛けていくとと

もに、関係機関との連携を積極的に進めていく。なお、２２年６月には、男鹿水

族館等との連携で出前講座を行っており、６０８人の参加があった。 

展示物については、本市の財政状況により新規購入は困難なため、ＪＡＸＡな

どの関係機関に協力を得て、従来の展示物、配置を変える等工夫する。 

子ども館に設置しているアンケートの結果、プラネタリウム、ムーンウォーク、

ワイヤーダンスや造形講座の人気がある半面、新しい展示物がほしいとの声があ

る。また、「このままの子ども館（科学館として）でいてほしい」という意見が

多い半面、「小さい子どもが気軽に遊べるところがないので子ども館に来ている」

という大人の意見もあり、小中学生に限らず未就学児童も気軽に集えるようなイ

ベントも企画し、自然や天体に興味を持ってもらえるよう啓発に努める。 

特に、故障している望遠鏡の整備に努め、天体観測事業の環境整備を図る。 
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学 識 経 験 者 

の 意 見 

① 来館者が減少してきている現状をふまえ、親子野外観察会、環境問題、自然

保護、郷土学習「風の松原チャレンジ」、科学実験「おもしろサイエンス・ポ

ケット」など、子どもたちが興味を持ち、しかも現代的課題に対応したプログ

ラムが展開されています。 

  また、見学するだけでなく、実験する、さわる、試してみるなど、実体験を

重視した活動を、子どもたちに提供していることは評価できます。 

② 男鹿水族館や東北電力（地球と電気）の出前授業が催されましたが、限られ

た職員数や備品では、その運営には自ずと限界がありましょう。 

ボランティアの活用や共通基盤を持っている他の館との互恵性に考慮しな

がら、相互貸借を積極的に行うべきでしょう。 

③ 子どもたちにとって魅力があり、楽しめる施設となるためには、展示内容や

活動内容のマンネリ化は、是非避けたいものです。 

そのためには、学習に供するものだけでなく、子どもの見たいＤＶＤなどの

視聴覚備品や遊びや子どものニーズに基づいた展示や活動内容が求められま

す。 

④ 展示には、「常設展示」と会期を定めて特定のテーマのもとに展示する「特

別企画展示」があります。 

   子ども館には、歴史、自然科学、映画鑑賞、自然観察、天体観測、俳句、短

歌、囲碁、将棋、美術鑑賞、写真等々期待される活動も多様で多岐にわたりま

す。条件整備も必要でしょうが、歴史資料館や美術館開設の方向性の見えない

現状において、遺跡発掘物や市所有の美術品の一部でも子どもたちに供するこ

とも考えるべきでしょう。郷土史関係の資料展示は、子どもたちに郷土の文化

遺産に関心と理解を持ってもらうためにも大切なことです。 

また、各学校には、絵画や書、歴史に関するものがあります。それらを借用

しての展示もできるのではないでしょうか。 

□5  新規イベントとして、さまざまな催しが行われており、評価できる。 

□6  ぜひ、これらのイベントにどの程度の人数が参加しているのか、満足度はど

うであったのかを記載していただきたい。それらを踏まえて、継続するもの、

改善するもの、廃止するもの、新たに開設するものなどを考えていただきたい。 

□7  望遠鏡の故障は残念なことであり、修理ができない理由、修理にどの程度の

予算が必要であるのか、などを明らかにしていただきたい。 
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                                  【勤労青少年ホーム】 

施 策 の 項 目        （（（（７７７７））））勤労青少年勤労青少年勤労青少年勤労青少年のののの自主活動支援自主活動支援自主活動支援自主活動支援 

方 針 ・ 目 標        ① 勤労青少年の交流の促進と活動の場の拡大を図るため、機能の充実及び運営

に努める。 

② 生涯学習の推進のため、広く市民の学習活動の場として施設の利用促進に努

める。 

③ 利用者拡大を図るため、施設整備、広報活動の充実に努める。 

目 標 値 ・利用グループ数の増加 

 ※昨年度実績を上回ること。 

事 務 事 業 の        

実 績        

１．勤労青少年ホーム登録サークル 

年 度 利用グループ数 登録人数 

Ｈ２１ １３団体  １００人 

Ｈ２０   １３団体  １０８人 

増 減   な し    △８人 

 

２．利用者連絡協議会 

   21.4.25     総会の開催 

   21.5.31     のしろ子どもまつり 参加 

  21.10.10～11  公民館祭 参加 

  ５～９月    役員会の開催 

 

３．勤労青少年ホーム親睦会 

    21.11.28 利用者の親睦を深めるためボウリング大会を開催 

 

４．施設利用者数（単位：人） 

 

 

 

年度 主催事業 ｻｰｸﾙ利用 一般利用 個別 合 計  

Ｈ２１    103   2,267   14,019   0  16,389 

Ｈ２０    456   2,551   13,923   0  16,930 

 増減   △353 △284       96    0    △541  

 

点 検 評 価        □目標を上回る      □ほぼ目標どおり    ■目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 

[説明]  

・サークル数は、前年と同数であったが、登録者数がやや減少した。 

・利用者数の増加に繋げるため、施設の優先貸付や使用料の減額を実施 

・勤労青少年ホーム利用者連絡協議会に活動事業費を交付し、その活動を支援 

・今年度（平成２１年度）から、公民館との事務事業の一元化により、一部の講

座を公民館の講座に含めて実施したほか、専門職員（社会教育主事等）が社会

教育の観点から他の世代との関連を含めながら総合的な視野で事業を組み立て

られるようになった。 

・今後、青少年ホーム独自の講座も検討していく。 
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課 題 及 び 

今後の取組の        

方 向 性        

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

・青少年向け事業の充実に努める。 

・若い世代のニーズに即した講座開設等の検討 

 （平成２２年７月に、勤労青少年ホームで活動している音楽グループ等による

「ノシロックフェスティバル２０１０」を実施したほか、その他の事業の実

施について検討を行う。） 

学識経験者 

の 意 見 

① 公民館に事務事業が一元化されましたが、勤労青少年ホームそのものの設置

目標がより具体化されことが求められます。 

   勤労青少年ホーム独自の講座も展開されていますが、青少年の趣味・教養、

スポーツに活用されることが多いようです。 

② 青少年が現代の複雑な社会を生きていくためには、生涯を通じて学び続ける

ことが必要です。人間として大切な自立心や社会性の基盤は青少年期に多く培

われます。 

    青少年ホームが青少年にとって身近なものとなるには「趣味」を助長するこ

とも必要ですが、「勤労観」（離職の問題）、「家庭や職場の人間関係づくり」、

「健康問題」、「人権問題」、「防犯と地域」など他人や社会を意識したテー

マについても、話し合いの場が設定されてもよいのではないでしょうか。 

□3  前年度に比べて小幅ながら利用者数等の落ち込みが見られ、改善を図る必

要がある。 

□4  公民館との事務事業の一元化で、公民館講座として一部の講座を実施した

ことは今後とも継続していくべきものと思われる。今後、勤労青少年ホーム

として独立して存在していくのか、公民館と統合されていくのか、検討が必

要だろう。 

□5  そのための作業として、市内の勤労青少年に対するアンケート調査、市場

調査等を行う必要がある。 
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                            【働く婦人の家】 

施 策 の 項 目        （（（（８８８８））））女性女性女性女性のののの学習活動意欲学習活動意欲学習活動意欲学習活動意欲をををを高高高高めるめるめるめる場場場場のののの提供提供提供提供 

方 針 ・ 目 標        ① 生活に役立つ各種講座の開設 

② 登録グループの育成、利用グループ連絡協議会への支援 

③ 男女共同参画社会を目指し、地域に根ざした施設運営 

④ 新規利用者拡大のため報道機関等への情報提供とメディアの活用 

目 標 値 ・前年度実績との比較で、同等あるいは上回ること。 

事 務 事 業 の        

実 績        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．講座の開設 

 年度 講座数・延べ回数 参加者数 

Ｈ２１ 10講座  15回   201人 

Ｈ２０ 21講座  70回   990人 

増減 △11講座 △55回   △789人 

 

２．登録グループ数 

  年度 グループ数 人 数  

Ｈ２１   63団体   718人 

Ｈ２０   60団体   719人 

 増減   3団体   △1人  

 

３．利用グループ連絡協議会 活動支援 

  （加入グループ数：30グループ 人数：321人） 

   21. 5.22    総会の開催 

   21. 9.29    全県自主グループ交流会 参加 

   4～3月     役員会の開催 

   随 時    おなごりフェスティバル等催事 参加 

 21.10.10～11    第２５回婦人の家まつり 参加者数1,045人 

 

４．男女共同参画コーナーの移設 

平成２１年１２月に、市民活力推進課が勤労青少年ホーム内に設置した「

市民活動支援センター」へ、男女共同参画コーナーが移設された。（それま

では、男女共同参画コーナーのみ働く婦人の家に設置されていた。） 

 

５．施設利用者数（単位：人） 

 

 

年度 女性団体 育成団体 その他 行政団体 主催事業 計 

Ｈ２１ 385 12,233 2,725 2,085 1,523 18,951 

Ｈ２０ 623 13,139 2,658 2,342 2,731  21,493 

増減 △238 △906 △67 △258 △1,208 △2,542 

点 検 評 価        □目標を上回る      ■ほぼ目標どおり    □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 
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[説明]  

・登録グループは前年比で３団体の増となったが、人数では１人の減となった。 

・施設利用者数は前年度比各団体等ですべて減少となったが、新型インフルエン

ザによるものと推測される。特に、主催事業での利用者の減少は主催事業数の

減少によるものが大きい（21講座70回 → 10講座15回）。 

・今年度から公民館との事務事業の一元化により講座数は減となったが、公民館

の講座と合わせて、専門職員（社会教育主事等）が社会教育の観点から他の世

代との関連を含めながら総合的な視野で事業を組み立てられるようになった。 

・利用グループの増加に向けて、施設の優先貸付や使用料の減額を実施している 

課 題 及 び        

今後の取組の        

方 向 性        

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

・若い世代のニーズに即した講座開設等の検討 

・市も参加している秋田県働く女性の家協議会での意見交換、職員研修、自主グ

ループ交流会等を通じて県内の各施設の情報を得るとともに、施策に活かす。 

・男女共同参画については、今後とも、担当課である市民活力推進課と連携を図

りながら講座等を実施する。 

学識経験者 

の 意 見 

① 「働く婦人の家」は、中小企業の女性労働者を対象にし、「雇用分野におけ

る男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律」に基づいて、女性の資

質、能力の開発や知識・技術の向上、および再就職希望者への社労支援などの

行政や企業への働きかけを目指す施設として設置されました。 

  しかし、現在は就労女性に限らず、男性をも含む学習や活動の場になるなど、

設置当初の目的にとらわれない方向に変化しつつあるように見えます。 

② 子どもの料理教室や保存食に関する講座、手作りアルバムの「スクラップブ

ッキング講座」等が開設されていますが、人権問題や男女共同参画に関する課

題について、子育て支援課や共同参画交流係と連携し、現代女性の問題解決に

働く婦人の家として、どう関わることができるのか運営協議会と協議しなが

ら、検討すべきでしょう。 

③ １９７２年の施設設置時の目的とは異なる方向に、時の流れともに活動  

内容も少しずつ変化をしてきていますが、女性の自発的学習を促進する研修、

女性教育、女性問題に関心を持つ人の交流の場、女性と家庭に関する情報収集

に供されることが望まれます。 

女性に関わる問題として、家庭的に、社会的に、男性との関わる問題や場に

おいてどんな問題が存在するのか、十分に検討した上で事業が行われるべきで

しょうが、現実には本来の目的の事業の妨げにならない範囲において、最大限

利用希望者に開放すべきでしょう。 

□4  勤労青少年ホームと同様に、公民館との関係の在り方などを今後検討して

いくことが求められる。 

□5  一部事業と公民館事業へと一元化することは必要なこと、望ましいことと

考えられるが、働く婦人の家として、独自に存在することの意義を確認する

必要がある。 

□6  さらに市民活力推進課の市民活動支援センターへ、男女共同参画コーナー

が移設されていることから、市民活力推進課との関係の在り方も問われる。 

□7  利用者などへのアンケート調査、市場調査などが必要のように思われる。

それを踏まえて、今後の長期的な在り方を検討していただきたい。 
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４ 市民体育                            【スポーツ振興課】 

施 策 の 項 目        （（（（１１１１））））スポーツをスポーツをスポーツをスポーツを楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる環境環境環境環境をををを整整整整えるえるえるえる 

方 針 ・ 目 標        生涯スポーツを進めていくため、総合型地域スポーツクラブの設立支援、学校

体育館の開放やスポーツ教室の開催のほか、スポーツ大会の支援やスポーツボラ 

ンティアの育成を行うなど、スポーツを楽しめる環境を整える。 

目 標 値 ①総合型地域スポーツクラブ新規設立数 ＝ １ 

②学校体育館夜間開放利用者数 ＝ １１，６００人 
 ※算出根拠／平成１８～２０年度・３ヶ年平均利用者数 １１，５６６人 

③市民スポーツ教室等参加者数 ＝ ４，７４０人 
 ※算出根拠／平成２１年度能代市生涯学習関連事業における参加予定人数 

④体育協会（加盟団体）運営事業（教室等）＝ ６教室２事業  
 ※算出根拠／平成２１年度当初予算における委託計画等（主管事業）内容 

⑤登録スポーツクラブ団体数・構成員数 ＝ ９７団体、２，０５９人 
 ※算出根拠／平成２０年度実績数値 

⑥体育施設利用件数・利用者数 ＝ ９，７８１件、３５０，５７８人   

 ※算出根拠／平成２０年度実績数値（観客数を含まない。） 

事 務 事 業 の        

実 績        

①二ツ井きみまちスポーツクラブ（Ｈ２１設置）及び能代地区の常盤の里スポー

ツクラブ（Ｈ１９設置）とともに、新たに、平成２２年度中の設立を目指して

いる東能代地区にこにこスポーツクラブの設立準備を含めた活動支援体制を構

築した。 

②施設の有効利活用を図り、快適なスポーツ環境を地域住民に提供するため実施

している４校（西小、南小、第五小、向能代小）の学校体育館夜間開放事業に

ついては、11,046人（前年度比209人の減）となっており、重要な活動施設とし

ての機能を果たしている。特に夜間の使用であることから、他の公共施設利用

が飽和状態にある現状、学校と利用者間の相互理解に努め、事業の継続を図る。 
※なお２２年４月より、施設管理については、管理人の常勤を廃止し、利用団体による自主

管理とした。 

※新型インフルエンザの流行により一部休校になり、使用を制限された日があった。 

③ニーズや能力に応じた活動の場の確保や多彩なプログラムを提供し、継続的な 

スポーツ活動の整備を図るうえから、スポーツ教室や各種大会を開催した。前 

年度の開催内容・日程等について、参加者の意向をアンケート調査し、今年度

に活かしたところ、4,396人（前年度比445人の増）の参加となった。 

④スポーツ振興方策の基本的方向について相互理解を深め、民間体育団体の一層 

の強化充実を図るため、主管団体としてＮＰＯ法人能代市体育協会に上記スポ 

ーツ教室やニュースポーツの普及大会等の運営を委託（６教室２事業）し、さ

らに、厚生年金能代市体育館及び海洋センター周辺施設の管理を委託し、民間

団体による事業運営及び施設管理運営のノウハウの活用を図った。 

⑤スポーツクラブの育成と活動の振興を図ることを目的に、体育施設を円滑に利 

用してもらうための登録制度をとっており、98団体・2,050人（前年度比1団体

の増・9人の減）の加盟があり、有効で適切な施設運営がなされた。 

⑥市のスポーツ施設全体で、10,108件・332,929人（前年度比327件の増・17,649 

人の減）の利用があったが、これに対し、安全・安心な施設提供ができるよう

営繕に努め、効率的・効果的な施設活用を図り、スポーツ意識の高揚を図るこ

とができた。 
※新型インフルエンザの流行により、一部施設の目的外使用（市民体育館を発熱外来センタ

ーとして使用させた。）や、利用者における施設使用の自粛などがあり、それが利用者減

の要因となった。 

※年次計画による施設営繕の方向性を明らかにし、適正管理・充実に努めた。 

※落合テニスコート改修工事等各種体育施設の維持修繕を実施した。 

点 検 評 価        □目標を上回る      ■ほぼ目標どおり    □目標をやや下回る 

□目標を大幅に下回る 
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[説明]  

①「二ツ井きみまちスポーツクラブ」への活動支援及び新たに「東能代にこにこ 

スポーツクラブ」の総合型地域スポーツクラブ設立に向けた支援が有効であっ 

た。 

②新型インフルエンザの影響で、学校体育館として施設休館期間があったため、

利用者数が減となったが、貴重な夜間活動場所の機能は充分に果たした。 

③各種スポーツ教室等の開催にあわせて実施したアンケート調査等により、より

住民要望に沿ったスポーツニーズを把握し、より効果的・効率的なメニューの

提供を行えた。 

④各種事業について、民間スポーツ団体（ＮＰＯ法人能代市体育協会や体育指導

委員会、総合型地域スポーツクラブ）が主体的に運営・開催する方向付けが、

ほぼ確立された点が評価される。 

⑤毎年度、新規登録スポーツクラブの参加があり、制度的に確立されてきた。た

だし、同一種目による複数クラブを統合させることなど、利用施設が飽和状態

となっている現状について、その改善に向けた取組を進める。 

⑥新型インフルエンザの影響により、施設の利用実績が減少したものと考えられ

るが、上記制度によるスポ少及び夜間使用の適正配置をしながら、昼間の教室

の開催等を行い、施設の利活用に努めた。 

⑦早期営繕が必要で、なおかつ可能なものから、順次計画的に施設の修繕を行い

、利用者に有効な活用を図った。 

 

課 題 及 び

今後の取組の        

方 向 性        

□拡充    ■継続     □廃止検討      □その他（       ） 

［具体的な課題及び取組］ 

①各種スポーツクラブの活動は多種・多様・多彩であるが、能代地域には包括的

な（総合型）クラブが無いことから、民間スポーツ団体（体育協会等）を主管

とした主体的なスポーツ教室等の企画・運営を支援し、能代市総合体育館を中

心とした市街地における総合型地域スポーツクラブの設立を目指す。 

②利用団体による自主的運営を支援し、新規開放施設の充実を図る。 

③各種教室・事業に参加の市民アンケート調査を継続的に行い、魅力あるプログ 

ラム提供を行うとともに、更に主管団体の自主的教室開催を促す。 

④ますます多様化・高度化する市民のスポーツニーズを把握し、それに沿った事

業展開を図る。特に、高齢者の拡大に伴い、当該高齢者を対象とした事業の拡

大や、高齢者を優先した利用時間の設置を検討する。 

⑤ＮＰＯ法人能代市体育協会に、引き続き施設管理及び事業実施について委託を 

進める。なお、市としては、当該事業の開催に当たり、企画・立案の段階から

積極的な連携の強化を図るものとする。 
※２４年度が指定管理者制度の導入を検討する。 

⑥同一種目の統合と協力を促し、各施設の利活用を円滑に行い、新規団体・教室・

大会の使用に提供できるようコーディネートする。 

⑦計画的営繕を行い、施設利用者への、適切・快適なスポーツ環境を提供する。 

 

学識経験者 

の 意 見 

① 今、スポーツは人間がスポーツに合わせる発想から、高齢化社会の到来を迎

え、ニュー・スポーツも誕生するなどスポーツも多様化し、スポーツ自身が人

間に合わせる方向にあります。 

② 学校体育館夜間解放事業において、管理人の常勤を廃止したり、各種の大会

運営をＮＰＯ等の民間体育団体に委託していますが、企画・立案の段階から積

極的に関わり合いを持っていく姿勢は評価されます。 

   これからますます民間への管理委託が行われていく方向にありますが、市民

へのサービスの状況等を十分に検証し、改善を図っていくＰｌａｎ－Ｄｏ－Ｓ

ｅｅのもとに実施されるべきでしょう。 

③ 地域のスポーツの発展や充実を支えるのは、施設の整備です。市民の要望に

基づいて年次計画を作成し、順次、整備されてきていることは評価されます。 
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④ 登録スポーツクラブが増加している状況の中で、“同一種目による複数クラ

ブを統合させる”方向にありますが、施設の稼働率を高めるためにも、均等性

や平等性・公平性に大きく反しない限りにおいて、利用希望者に最大限の便宜

供与が図られるべきしょう。 

⑤ 総合型地域スポーツクラブは、地域スポーツ環境の整備を目的とし、地域の

住民によって自主的に運営されるスポーツクラブですが、二ツ井きみまちスポ

ーツクラブ、東能代にこにこスポーツクラブ、常盤の里スポーツクラブに続い

て、総合体育館を中心としたスポーツクラブの設立が計画されています。  

    全国的には、会費の出し合いやＮＰＯ法人格取得の問題、会員不足、活動場

所の確保等に悩んでおり、順調に運営されている総合型ＳＣは、多くないとい

われています。 

多世代・多種目・多志向という特徴を持つスポーツクラブですが、地域住民

のニーズに対してどのような支援が可能なのか、日本体育協会と連携を図りな

がら、クラブマネージャーの研修など、継続的・安定的に運営させるための指

導助言が必要です。 

    この総合型ＳＣを導入することによって、市民がよりスポーツの楽しさを共

有でき、健康なライフスタイルの確立に役立つことが期待されます。 

□6  新型インフルエンザの流行という困難な中で、参加者へのアンケート調査

に基づく改善などにより、参加者増を実現している領域もあり、高く評価で

きる。 

□7  ＮＰＯとの協力関係を強め、行政がサポート役を果たしていくことは望ま

しいことと思われる。 

□8  指定管理者制度については、他の自治体において事故が起こっている例も

見られることから、効率性ばかりを目指すのではなく、職員の専門性（身分

の安定性）や、施設設備などの安全性に十分配慮することが求められる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


